
発達障害者地域支援マネ
ジャーの配置について
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発達障害者地域支援マネジャー事業について
（発達障害者支援体制整備事業実施要領から抜粋）

〇発達障害者地域支援マネジャーの配置等
発達障害者支援センター等に「発達障害者地域支援マネジャー」を配置して、市
町村、事業所、医療機関等が発達障害児者の特性に沿った対応ができるよう、連
絡、調整、助言等を総合的に行わせることにより、地域支援機能の強化を図る。

〇発達障害者地域支援マネジャーの業務
１）市町村等支援
２）事業所等支援
３）医療機関との連携
→令和6年度より、静岡市発達障害者支援センター「きらり」に１人工配置
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発達障害については、支援のためのノウハウが十分普及していないため、各地域における支援体
制の確立が喫緊の課題となっている。このため、市町村・事業所等支援、医療機関との連携や困難
ケースへの対応等について、地域の中核である発達障害者支援センターの地域支援機能の強化
を図り、支援体制の整備を推進。

発達障害者支援センター

市町村

発達障害者支援体制整備（地域生活支援事業）都道府県等

●相談支援（来所、訪問、電話等による相談）
●発達支援（個別支援計画の作成・実施等）
●就労支援（発達障害児（者）への就労相談）
●その他研修、普及啓発、機関支援

①アセスメントツールの導入
②個別支援ファイルの活用・普及

事業所等

対応困難ケースを含めた
支援を的確に実施

困難事例の対応能力の向上全年代を対象とした支援体制の構築

（求められる市町村の取組） （求められる事業所等の取組）

医療機関

①専門的な診断評価
②行動障害等の入院治療

身近な地域で発達障害に関する
適切な医療の提供

（求められる医療機関の取組）

発達障害者地域支援マネジャーが中心

体制整備支援 医療機関との連携困難ケース支援

地域支援機能の強化へ

【課題】
中核機関としてセンターに求められる市町村・事業所等の
バックアップや困難事例への対応等が、センターへの直接
の相談の増加等により十分に発揮されていない。

・原則として、センターの事業として実施
・地域の実情に応じ、その他機関等に委託可

●発達障害者支援地域協議会 ●市町村・関係機関及び関係施設への研修
●アセスメントツールの導入促進 ●ペアレントメンター（コーディネータ）

発達障害者支援センターの地域支援機能の強化（平成２６年度～）

地域を支援するマネジメントチーム
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○家族支援のための人材育成
（家族の対応力向上）
・ペアレントトレーニング
・ペアレントプログラム
（当事者による助言）
・ペアレントメンター 等

○当事者の適応力向上のための人材育成
・ソーシャルスキルトレーニング 等

○アセスメントツールの導入促進
・Ｍ－ＣＨＡＴ、ＰＡＲＳ-ＴＲ 等

発達障害者支援体制整備事業【 拡充】

本事業では、乳幼児期から成人期における各ライフステージに対応する一貫した支援の提供を目的として、関係機関等による
ネットワークの構築や、ペアレントメンター・ペアレントトレーニング等の導入による家族支援体制の整備、発達障害特有のア
セスメントツールの導入を促進するための研修会等の開催を行っている。また、地域の中核である発達障害者支援センターの地
域支援機能の強化を図るため、「発達障害者地域支援マネジャー」の配置を行い、市町村・事業所・医療機関との連携や困難
ケースへの対応を行っている。
近年の発達障害関係の相談件数の増に伴う困難事例の増等に対応するため、令和３年度予算案において、発達障害者地域支援

マネジャーの配置体制を強化し、困難事例への対応促進等を図ることで、更なる地域支援機能の強化を進める。

○自治体内の支援ニーズや支援体制の現状等
を把握。市町村又は障害福祉圏域ごとの支
援体制の整備の状況や発達障害者支援セン
ターの活動状況について検証

○センターの拡充やマネジャーの配置、その
役割の見直し等を検討

○家族支援やアセスメントツールの普及を
計画
※年２〜３回程度開催

発達障害者支援地域協議会

連携

連携

都道府県・指定都市

１．住民にわかりやすい窓口の設置や
連絡先の周知

２．関係部署との連携体制の構築
（例︓個別支援ファイルの活用・普及）

３．早期発見、早期支援等（ペアレントトレーニング、ペアレントプログラム、
ペアレントメンター、ソーシャルスキルトレーニング）の推進
・人材確保／人材養成
・専門的な機関との連携
・保健センター等でアセスメントツールを活用

市町村

研修会等の実施

展開・普及

○発達障害者支援センター
・発達障害者及びその家族からの相談に
応じた適切な助言等の実施（直接支援）
・関係機関との連携強化や各種研修の実施
による地域での総合的な支援体制の整備
の推進（間接支援）

○発達障害者地域支援マネジャー
・市町村・事業所・医療機関との連携
及び困難事例への対応等による地域
支援の機能強化を推進
(主に発達障害者支援センターへ配置)
→配置体制の強化による困難事例等
への対応促進（拡充）

相談、コンサルテーションの実施

派遣・サポート
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静岡市発達障害者
支援センターきらり

浜松市

静岡市

西部圏域

中東遠圏域

志太榛原圏域

静岡圏域

富士圏域

駿東田方圏域

賀茂圏域

浜松市発達障害者
支援センタールピロ

県東部発達障害者支援センター　（アスタ）

・受  託 者：NPO法人自閉症ｅスタイルジャパン 
・設置場所：沼津市上土町
・支援地域：賀茂、熱海伊東、駿東田方、富士

熱海伊東圏域

こころの医療センター

浜松医大付属病院

発達障害者支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

　各圏域に配置し、圏域内の関係

　機関との連携や体制整備を支援

発達障害に関わる主な医療機関

こども病院

吉原林間学園
診療所

静岡県の発達障害者支援体制図（2020年４月～）

各地域の人口（R6.4.1推計）

東部（富士以東） 1,099,361人

中西部（藤枝以西） 905,317人

※静岡市（654,821人）、浜松市（747,240人）を除く。

県中西部発達障害者支援センター　（ココ）
・受　託 者：一般社団法人たけのこ
・設置場所：島田市大井川
・支援地域：志太榛原、中東遠、湖西市
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　発達障害者支援コーディネーター配置

　発達障害者支援センターと連携した支援や、より身近な地域で専門的な支援を
行うことのできる体制を整えるため、県内６箇所に発達障害者支援コーディネー
ターを配置

業務
内容

・専門性の高い相談支援
・地域の連絡協議会等への参加　など

配置
事業所

【所管地域】

みらいず【賀茂、熱海伊東圏域、
伊豆市、伊豆の国市】

くすの木
【富士圏域】

サポートセンターふがく
【裾野市、御殿場市、駿東郡】

東遠学園組合
【中東遠圏域】

県東部発達障害者支援センター【沼津市、
三島市、田方郡】

県中西部発達障害者支援センター【志太榛
原圏域、湖西市】

市町内の発達障害児者の支援体制強化や、
他市町との連携強化の会議の場などへの参画

○発達障害者支援コーディネーター
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